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９ ９９９    
職

員
の

人
事

評
価

の
状

況
職

員
の

人
事

評
価

の
状

況
職

員
の

人
事

評
価

の
状

況
職

員
の

人
事

評
価

の
状

況
    

    
平
成
２６

年
５月

、地
方
公
務
員
法
及
び
地
方
独
立
行
政
法
人
法
の
一
部
を
改
正
す
る法

律
（平

成
２６

年
法
律
第

３４
号
）が

公
布
され

、任
命
権
者
は
、能

力
及
び
実
績
に
基
づ
く人

事
管
理
の
徹
底
を
図
るた

め
、任

用
、給

与
そ

の
他
の
人
事
管
理
の
基
礎
とし

て
人
事
評
価
を
定
期
的
に
実
施
し、

そ
の
結

果
に
応
じた

措
置
を
講
ず
るこ

とと
され

て
い
ます

。
知
事
部
局
及
び
教
育
委
員
会
等
で
は
、平

成
１８

年
度
か
ら管

理
職
員
に
、平

成
２０

年
度
か
ら課

長
補
佐
級
職

員
と係

長
に
、平

成
２１

年
度
か
らそ

の
他
の
全
て
の
職
員
に
対
して

人
事
評
価
制
度
を
導
入
し、

取
り組

ん
で
きま

し
た
。 また

、公
立
学
校
に
勤
務
す
る教

員
等
に
つ
い
て
も、

平
成
１８

年
度
か
ら別

途
自
己
評
価
及
び
業
績
評
価
か
ら

な
る人

事
評
価
制
度
を
実
施
して

きま
した

。
平
成
２７

年
度
は
、平

成
２８

年
４月

の
同
法
施
行
に
向
け
、任

用
、給

与
そ
の
他
の
人
事
管
理
の
基
礎
とし

て
より

適
切
に
運
用
で
きる

よう
、制

度
の
一
部
見
直
しに

取
り組

み
まし

た
。

        １０ １０１０１０
    

職
員

の
勤

務
時

間
そ
の

他
の

勤
務

条
件

の
状

況
職

員
の

勤
務

時
間

そ
の

他
の

勤
務

条
件

の
状

況
職

員
の

勤
務

時
間

そ
の

他
の

勤
務

条
件

の
状

況
職

員
の

勤
務

時
間

そ
の

他
の

勤
務

条
件

の
状

況

 
 

職
員
の
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
は
、国

及
び
他
の
地
方
公
共
団
体
の
職
員
との

間
に
権
衡
を
失
しな

い
よう

に
考
慮
して

、条
例
等
で
定
め
て
い
ます

。そ
の
概
要
は
、次

の
とお

りで
す
。

        
(1 (1(1(1
） ）））    

勤
務

時
間

勤
務

時
間

勤
務

時
間

勤
務

時
間

勤
務
時
間
は
、休

憩
時
間
を
除
き、

１日
に
つ
い
て
７時

間
４５

分
、１

週
間
に
つ
い
て
３８

時
間
４５

分
で
す
（日

曜
日
及
び
土
曜
日
は
週
休
日
）。

一
般
的
な
職
員
の
勤
務
時
間
は
、各

任
命
権
者
の
規
程
等
に
より

、知
事
部
局
及
び
教
育
委
員
会
は
午
前
８

時
３０

分
か
ら午

後
５時

１５
分
まで

、警
察
本
部
は
午
前
９時

か
ら午

後
５時

４５
分
まで

とし
て
い
ます

。ま
た
、交

替
制
勤
務
職
員
な
ど
、勤

務
の
特
殊
性
に
より

この
勤
務
時
間
に
より

難
い
職
員
の
勤
務
時
間
は
、別

に
定
め
て

い
ます

。
な
お
、知

事
部
局
及
び
教
育
委
員
会
の
本
庁
及
び
福
岡
市
内
の
出
先
機
関
（学

校
を
除
く。

）に
お
い
て
は
、一

般
的
な
職
員
の
勤
務
時
間
に
加
え
、始

業
時
刻
を
午
前
９時

、終
業
時
刻
を
午
後
５時

４５
分
とす

る時
差
通
勤
を

実
施
して

い
ます

。

        
(2 (2(2(2
） ）））    

休
憩

時
間

休
憩

時
間

休
憩

時
間

休
憩

時
間

一
般
的
な
職
員
の
休
憩
時
間
は
、正

午
か
ら午

後
１時

まで
の
１時

間
とし

て
い
ます

。
         

(3 (3(3(3
） ）））    

週
休

日
・休

日
週

休
日

・休
日

週
休

日
・休

日
週

休
日

・休
日

週
休
日
とは

、原
則
とし

て
毎
週
日
曜
日
及
び
土
曜
日
を
、ま

た
、休

日
とは

祝
日
法
に
よる

休
日
（国

民
の
祝

日
に
関
す
る法

律
（昭

和
２３

年
法
律
第
１７

８号
）に

規
定
す
る休

日
）及

び
年
末
年
始
の
休
日
（１

２月
２９

日
か

ら翌
年
の
１月

３日
まで

の
日
（祝

日
法
に
よる

休
日
を
除
く。

））
を
い
い
ます

。
な
お
、公

務
の
運
営
上
の
事
情
に
より

、特
別
の
形
態
に
よっ

て
勤
務
す
る必

要
の
あ
る職

員
に
つ
い
て
は
、

週
休
日
を
別
に
定
め
て
い
ます

。
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(4 (4(4(4
） ）））    

休
暇

休
暇

休
暇

休
暇

休
暇
の
種
類
は
、給

与
が
支
給
され

るか
否
か
に
よっ

て
、有

給
休
暇
と無

給
休
暇
に
分
け
るこ

とが
で
きま

す
。有

給
休
暇
とし

て
は
、事

由
を
限
らず

、毎
年
与
え
られ

る年
次
休
暇
と、

特
定
の
事
由
に
基
づ
い
て
認
め
ら

れ
る特

別
休
暇
等
が
あ
りま

す
。ま

た
、無

給
休
暇
とし

て
、介

護
休
暇
等
が
あ
りま

す
。

特
別
休
暇
は
、選

挙
権
の
行
使
、結

婚
、出

産
、交

通
機
関
の
事
故
等
２５

項
目
を
設
け
て
い
ます

。 
  １ １１１１ １１１
    

職
員

の
休

業
職

員
の

休
業

職
員

の
休

業
職

員
の

休
業

に
関

す
る
状

況
に
関

す
る
状

況
に
関

す
る
状

況
に
関

す
る
状

況

  
（１

）
（１

）
（１

）
（１

）    
休

業
の
概

要
休

業
の
概

要
休

業
の
概

要
休

業
の
概

要
「休

業
」と

は
、職

は
保
有
す
るも

の
の
職
務
に
従
事
しな

い
とい

うも
の
で
、分

限
処
分
で
あ
る「

休
職
」と

同
様

の
性
格
を
有
して

い
ます

が
、本

人
の
請
求
に
より

認
め
られ

る点
が
「休

職
」と

は
異
な
りま

す
。 

育
児
休
業
は
、子

を
養
育
す
る職

員
の
継
続
的
な
勤
務
を
促
進
し、

もっ
て
職
員
の
福

祉
を
増
進
す
ると

とも
に
、行

政
の
円
滑
な
運
営
に
資
す
るこ

とを
目
的
とし

た
制
度
で
、対

象
とな

る子
の
年

齢
は
３歳

未
満
とな

っ
て

い
ます

。
次
世
代
育
成
の
観
点

か
ら、

男
性
の
積
極
的
な
育
児

参
加
が
特
に
求
め
られ

て
い
る中

、福
岡

県
に
お
い
て

も、
各
任
命
権
者
が
職
員
の
子
ど
もた

ち
の
健
や
か
な
育
成
の
た
め
の
計
画
（特

定
事
業
主
行
動
計
画
）を

策
定

し、
育
児
休
業
等
の
制
度

周
知
の
徹
底
と取

得
しや

す
い
環
境
整
備
を
図
っ
て
い
ると

ころ
で
す
。

自
己
啓
発
等
休
業
は
、公

務
員
とし

て
の
能
力

・資
質
向
上
や
公
務
意
識
の
醸
成
及
び
国
際
協
力
を
促
進
す

るた
め
、大

学
等
課
程
の
履
修
又
は
国

際
貢
献
活
動
へ
の
参
加
を
可
能
とす

る制
度
で
す
。

大
学
院
修
学
休
業
は
、公

立
学
校
の
教
員
が
専
修
免
許
状
を
取

得
す
る機

会
を
拡
充
す

るた
め
、国

内
外
の

大
学
院
等
に
在
学
して

そ
の
課
程
を
履
修
す
るこ

とを
可
能
とす

る制
度
で
す
。

配
偶
者
同
行
休
業
は
、公

務
に
お
い
て
活
躍
す
るこ

とが
期

待
され

る有
為
な
職
員
の
継
続
的
な
勤
務
を
促

進
す
るた

め
、職

員
が
外
国
で
勤
務
等
を
す
る配

偶
者
と生

活
を
共
に
す
るこ

とを
可
能
とす

る制
度
で
す
。

  
（２

）
（２

）
（２

）
（２

）
休

業
の
状

況
休

業
の
状

況
休

業
の
状

況
休

業
の
状

況
平
成
２７

年
度
に
お
け
る職

員
の
休
業
の
状
況
に
つ
い
て
は
、次

の
とお

りで
す
。

（単
位

：人
）

休
業

の
種

類
育

児
休

業
自

己
啓

発
等

休
業

大
学

院
修

学
休

業
配

偶
者

同
行

休
業

合
計

人
数

39
7 

8 
１ 

1 
40
7 

51
7 

2 
1 

0 
52
0 

（注
）１

 上
段

は
平

成
２７

年
度

に
新

た
に
取

得
した

者
、下

段
は
平

成
２６

年
度

以
前

か
ら引

き続
き取

得
して

い
る者

の
人

数
で
す

。 
２ 

政
令

市
立

学
校

の
教

職
員

は
含

み
ま
せ

ん
。 

３ 
同

一
の
者

が
複

数
回

に
わ
た
っ
て
休

業
を
取

得
した

場
合

は
、そ

の
数

を
重

複
して

計
上

して
い
ま
す

。 
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１ １１１２ ２２２
    

職
員

の
分

限
及

び
懲

戒
処

分
の

状
況

職
員

の
分

限
及

び
懲

戒
処

分
の

状
況

職
員

の
分

限
及

び
懲

戒
処

分
の

状
況

職
員

の
分

限
及

び
懲

戒
処

分
の

状
況

        
(1 (1(1(1
） ）））    

分
限

制
度

の
概

要
及

び
処

分
の
状

況
分

限
制

度
の
概

要
及

び
処

分
の
状

況
分

限
制

度
の
概

要
及

び
処

分
の
状

況
分

限
制

度
の
概

要
及

び
処

分
の
状

況
分
限
制
度
は
、職

員
が
恣
意
的
に
そ
の
職
を
奪
わ
れ
るこ

との
な
い
よう

身
分

を
保

障
す
るこ

とに
より

、公
務

の
中
立
性
、安

定
性
を
確
保
し、

そ
の
適
正
か
つ
能

率
的
な
運
営
を
図

ろ
うと

す
る趣

旨
か
ら整

備
され

て
い
ま

す
。 任

命
権
者
が
職
員
を
そ
の
意
に
反
して

降
任
し、

又
は
免
職
す
るこ

とが
で
きる

の
は
、①

勤
務
実
績
が
良
くな

い
場
合
、②

心
身
の
故

障
の
た
め
、職

務
の
遂
行
に
支

障
が
あ
り、

又
は
これ

に
堪
え
な
い
場
合
、③

そ
の
職

に
必
要
な
適
格
性
を
欠
く場

合
等
で
あ
り、

また
、休

職
に
す
るこ

とが
で
きる

の
は
、①

心
身
の
故

障
の
た
め
、長

期
の
休
養
を
要
す
る場

合
、②

刑
事
事
件
に
関
し起

訴
され

た
場
合
、③

学
校
、研

究
所
、病

院
そ
の
他

これ
ら

に
準
ず
る公

共
的
施
設
に
お
い
て
、そ

の
職
員
の
職
務
に
関

連
が
あ
ると

認
め
られ

る事
項
の
調
査
、研

究
又
は

指
導
に
従
事
す
る場

合
等
とさ

れ
て
い
ます

。平
成
２７

年
度
に
お
け
る分

限
処
分
の
状
況
は
、次

の
とお

りで
す
。

（単
位
：人

） 
 

  
  

  
 
 
  

  
  

  
  

 処
分

の
種

類
処
分
事
由

降
 

任
免
 

職
休
 

職
合
 

計

勤
務
実
績
が
良
くな

い
場
合

0 
0 

 
0 

心
身
の
故

障
の
場
合

0 
  
  

  
  

  
  

  
  

0 
53
6 

53
6 

職
に
必
要
な
適
格
性
を
欠
く場

合
0 

0 
0 

職
制
、定

数
の
改

廃
、予

算
の
減
少
に
よ

り廃
職
、過

員
を
生
じた

場
合

  
  

  
  

  
 

0
0 

0 
刑
事
事
件
に
関
し起

訴
され

た
場
合

  
  

  
  

  
  

  
  

 
2 

2 
学
校
、研

究
所
等
に
お
い
て
調
査
、研

究
等
に
従
事
す
る場

合
 ( 条

例で
定め

る事
由)

  
  

  
  

  2 
2 

災
害
に
より

生
死
不
明
又
は
所
在
不
明
と

な
っ
た
場
合
 (条

例で
定め

る事
由)

0 
0 

 合
  

 計
0 

0 
54
0 

54
0 

  
  

 （
注

）１
 

政
令

市
立

学
校

の
教

職
員

は
含

み
ま
せ

ん
。

 
 

  
 
 

２ 
同

一
の
者

が
複

数
回

に
わ
た
っ
て
分

限
処

分
に
付

され
た
場

合
は
、そ

の
数

を
重

複
して

計
上

して
い
ま
す

。
 
 

  
 
 

３ 
休

職
に
付

され
て
い
る者

の
休

職
期

間
が
更

新
され

た
場

合
は
、そ

の
都

度
新

た
な
処

分
が
行

わ
れ
た
もの

とみ
な
して

計
上

して
い
ま
す

。
         

(2 (2(2(2
） ）））    

懲
戒

制
度

の
概

要
及

び
処

分
の
状

況
懲

戒
制

度
の
概

要
及

び
処

分
の
状

況
懲

戒
制

度
の
概

要
及

び
処

分
の
状

況
懲

戒
制

度
の
概

要
及

び
処

分
の
状

況
任
命
権
者
は
、①

地
方
公
務
員
法
(昭

和
２５

年
法
律
第
２６

１号
)等

に
違
反
した

場
合
、②

職
務
上
の
義
務

に
違
反
し、

又
は
職
務
を
怠
っ
た
場
合
、③

全
体
の
奉
仕
者

た
るに

ふ
さわ

しく
な
い
非
行
の
あ
っ
た
場
合
の
い

ず
れ
か
に
該

当
す
ると

きは
、懲

戒
処
分
とし

て
戒
告
、減

給
、停

職
又
は
免
職
の
処
分
を
す
るこ

とが
で
きる

とさ
れ
て
い
ます

。平
成
２７

年
度
に
お
け
る懲

戒
処
分
の
状
況
は
、次

の
とお

りで
す
。
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（単
位
：人

） 
 

  
処
分
の
種
類

処
分
事
由

免
 

職
停
 

職
減
 

給
戒
 

告
合
 

計

給
与
・任

用
に
関
す
る不

正
(給

与
不
正
領
得
等
)

  
  

  0 
  
  

  0 
  
  

  0 
  
  

  0 
  
  

  0 
一
般
服
務
違
反
関
係

(欠
勤
、勤

務
態
度
不
良
等
)

  
  

  1 
  
  

  2 
  
  

  2 
  
  

  3 
  
  

  8 
一
般
非
行
関
係

(傷
害

、異
性
関
係
非
行
等
)

5 
2 

3 
2 

12
 

収
賄
等
関
係

(収
賄

、横
領
等
)

2 
0 

0 
0 

2 
道
路
交
通
法
違
反

2 
0 

0 
2 

4 
監
督
責
任

0 
0 

11
 

2 
13

 

合
  

 計
10

 
4 

16
 

9 
39

 
 
 
 （

注
） 

１ 
政

令
市

立
学
校

の
教

職
員

は
含

み
ま
せ

ん
。

 
 

 （
注

）ｂ
 ２
 

同
一

の
者

が
複

数
回

に
わ
た
っ
て
懲

戒
処

分
に
付

され
た
場

合
は
、そ

の
数

を
重

複
して

計
上

して
い
ま
す

。

１ １１１３ ３３３
    

職
員

の
服

務
の

状
況

職
員

の
服

務
の

状
況

職
員

の
服

務
の

状
況

職
員

の
服

務
の

状
況

職
員
は
、全

体
の
奉
仕
者
とし

て
公
共
の
利
益
の
た
め
に
勤
務
し、

か
つ
、職

務
の
遂
行
に
当
た
っ
て
は
、全

力
を
挙

げ
て
これ

に
専
念
しな

け
れ
ば
な
らな

い
こと

とさ
れ
て
い
ます

。こ
の
趣
旨
を
具
体
的
に
実

現
す

るた
め
、地

方
公
務
員
法
や
教
育
公
務
員
特
例
法
（昭

和
２４

年
法
律
第
１号

）に
よっ

て
、法

令
等
及
び
上
司
の
職
務
上
の
命

令
に
従
う義

務
、信

用
失
墜
行
為
の
禁
止
、職

務
上
知
り得

た
秘
密
を
守
る義

務
、政

治
的
行
為
の
制
限
、争

議
行
為
等
の
禁
止
、営

利
企
業
へ
の
従
事
等
の
制
限
な
ど
、民

間
企
業
の
勤

労
者
とは

異
な
る服

務
上
の
強
い
制

約
が
課
され

て
い
ます

。
これ

らの
服
務
規
律
を
保

持
す

るた
め
、懲

戒
制
度
が
設
け
られ

て
お
り、

そ
の
懲
戒
処

分
の
状
況
は
、１

２(
2)

の
とお

りで
す
。

また
、市

町
村
立
学
校
に
勤
務
す
る教

職
員
（県

費
負
担
教
職
員
）に

つ
い
て
は
、地

方
教
育
行
政
の
組

織
及

び
運
営
に
関
す
る法

律
（昭

和
３１

年
法
律
第
１６

２号
）に

より
、市

町
村

教
育
委
員
会
が
そ
の
服
務
を
監
督
す
ると

定
め
られ

て
い
ます

。
な
お
、制

度
の
趣
旨
を
徹
底
させ

るた
め
、所

属
研
修
を
実
施
す
るほ

か
、日

常
の
具
体
的
事
例
に
関
す
る照

会
等
の
機
会
を
通
じて

、適
切
な
処
理
を
行
っ
て
い
ると

ころ
で
す
。

さら
に
、福

岡
県
職
員
倫
理
条
例
（平

成
１３

年
福
岡
県
条
例
第
４９

号
）を

制
定
し、

職
員
が
常
に
認

識
して

お
か
な
け
れ
ば
な
らな

い
基

本
的

な
心
構
え
や
職
員
が
遵
守
す
べ
き倫

理
行
動
規
準
を
規
定
す
ると

とも
に
、入

札
参
加
事
業
者
との

原
則
交

際
禁
止
等
に
関
す
る規

定
を
定
め
て
い
ます

。
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１４ １４１４１４
    職

員
の

退
職

管
理

の
状

況
職

員
の

退
職

管
理

の
状

況
職

員
の

退
職

管
理

の
状

況
職

員
の

退
職

管
理

の
状

況
    

  
本
庁
課
長
級
以
上
の
職
に
就
い
て
い
る
職
員
で
あ
っ
た
者
が
、
離
職
後
２
年
間
に
再
就
職
し
た
場
合
は
、
福
岡

県
職
員
の
退
職
管
理
に
関
す
る
条
例
(平

成
２７

年
福
岡
県
条
例
第
５４

号
)第

３
条
の
規
定
に
よ
り
、再

就
職
先
の

名
称
等
に
つ
い
て
離
職
時
の
任
命
権
者
に
届
け
出
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
 

各
任
命
権

者
へ
の
届
出
状

況
は
、次

の
とお

りで
す
。

  １ １１１５ ５５５
    

職
員

の
研

修
の

状
況

職
員

の
研

修
の

状
況

職
員

の
研

修
の

状
況

職
員

の
研

修
の

状
況

    

職
員
の
研
修
は
、職

員
の
勤
務
能

率
の
発
揮
及
び
増
進
を
目
的
に
、任

命
権
者
に
お
い
て
組

織
的
か
つ

計
画
的
に

行
わ
れ
て
い
ます

。 
例
え
ば
、知

事
や
議
会
、監

査
委
員
、教

育
委
員
会
、人

事
委
員
会
等
の
事
務
部
局
に
勤
務
す
る職

員
に
つ
い
て

は
、職

員
研
修
を
自

己
啓
発
・職

場
研
修
・研

修
所
研
修
・派

遣
研
修

に
区
分
して

実
施
して

い
ます

。 
また

、教
育
公
務
員
に
つ
い
て
は
、教

育
公
務
員
特
例
法
に
お
い
て
も、

絶
え
ず

研
究
と修

養
に
努
め
な
け
れ
ば
な

らな
い
こと

が
規
定
され

て
お
り、

より
豊
富
な
研
修
の
機
会
が
設
け
られ

て
い
ます

。 
平
成
２７

年
度
に
行

わ
れ
た
主
な
研
修
に
は
、次

の
よう

な
もの

が
あ
りま

す
。

  
  

 （
行

政
職

員
）

自
己
啓
発

  
  

  
  

  
  

通
信
研
修
支
援

自
主
研
究
グ
ル
ー
プ
支
援

職
場
に
お
け
る研

修
部
局
研
修
・所

属
研
修
（人

権
・同

和
問
題
、公

務
員
倫
理
 

等
）

業
務
専
門
研
修

研
修
所
に
お
け
る 

研
修

基
本
研
修
（新

採
用
職
員
研
修
、一

般
職
員
研
修
、管

理
監
督
者
研
修
、再

任
用
職
員
研

修
）

専
門
研
修
（財

務
諸
表
の
読
み
方
、折

衝
・交

渉
力
、問

題
解
決
思
考
力
、プ

レゼ
ン
テ
ー
シ
ョ

ン
 

等
）

特
別
研
修
（ト

ップ
セ
ミナ

ー
、九

州
・山

口
各
県
職
員
合
同
 

等
）

派
遣
研
修

自
治
大
学
校
派
遣
研
修

都
道
府
県
、市

町
村
、企

業
等
派
遣
研
修

大
学
院
派
遣
研
修
 

等

国
ま

た
は

地
方

公
共

団
体

の
機

関
　

公
益

法
人

等
　

学
校

法
人

等
そ

の
他

の
非

営
利

法
人

営
利

法
人

そ
の

他

知
 事

57
45

2
10

1
12

17
3

教
育

委
員

会
41

23
3

2
14

0
0

4

警
察

本
部

長
17

16
0

2
0

3
11

0

そ
の

他
10

8
0

4
0

3
1

0

　
（

注
）

１
　

再
任

用
等

、
人

事
委

員
会

規
則

で
定

め
る

場
合

は
届

出
が

不
要

で
す

。
　

　
　

　
２

　
公

益
法

人
等

に
は

、
独

立
行

政
法

人
、

地
方

独
立

行
政

法
人

、
特

殊
法

人
及

び
認

可
法

人
を

含
み

ま
す

。
　

　
　

　
３

　
学

校
法

人
等

に
は

、
医

療
法

人
、

社
会

福
祉

法
人

及
び

宗
教

法
人

を
含

み
ま

す
。

平
成

２
７

年
度

本
庁

課
長

級
以

上
退

職
者

数

（
人

）

う
ち

届
出

件
数

（
件

）

再
就

職
先

の
内

訳
任

命
権

者
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 （
教
職
員
）

職
場
に
お
け
る研

修
各
所
属
の
諸

課
題
に
お

け
る研

修
（授

業
改
善
、教

育
相
談
 

等
）

研
修
所
等
に
お
け
る

研
修

（教
育
セ
ン
ター

、体
育
研

究
所
等

で
行

わ
れ
る研

修
）

基
本
研
修
（初

任
者
研
修
、１

０年
経
験
者
研
修
、新

任
校
長
研
修
 

等
）

専
門
研
修
（各

教
科
の
指
導
に
関
す
る研

修
 

等
）

長
期
研
修

課
題
研
修
（教

育
課
程
研
究
集
会
、体

力
向
上
、薬

物
乱
用
防
止
 等

）
派
遣
研
修

教
職
員
等
中
央
研
修
（校

長
マ
ネ
ジ
メン

ト研
修

、副
校
長
・教

頭
等
研
修
、中

堅
教
員
研
修
、

健
康
教
育
、体

力
向
上
 等

）
教
育
課
題
研
修
指
導
者
海
外
派
遣
プ
ログ

ラム
国
立
大
学
・大

学
院
派
遣
長
期
研
修
 

等

  
  

（警
察

官
）

職
場
に
お
け
る研

修
各
所
属
に
お
け
る集

合
教
養

本
部
主
管
課
に
よる

研
修
・講

習
部
外
講
師
に
よる

講
演
 

等
警
察
学
校
に
お
け
る

研
修

採
用
時
教
養

昇
任
時
教
養

専
科
等
教
養

派
遣
研
修

語
学
委
託
研
修
 

等
 

１ １１１６ ６６６
    

職
員

の
福

祉
及

び
利

益
の

保
護

の
状

況
職

員
の

福
祉

及
び
利

益
の

保
護

の
状

況
職

員
の

福
祉

及
び
利

益
の

保
護

の
状

況
職

員
の

福
祉

及
び
利

益
の

保
護

の
状

況

        
(1 (1(1(1
） ）））    

安
全

衛
生

管
理

安
全

衛
生

管
理

安
全

衛
生

管
理

安
全

衛
生

管
理

職
員
の
安
全
と健

康
を
確
保
し、

快
適
な
職

場
環
境
を
形
成
す
るた

め
に
、労

働
安
全
衛
生
法
(昭

和
４７

年
法

律
第

５７
号

)及
び
各
任
命
権
者
の
安
全
衛
生
管
理
規
程
及
び
健
康
管
理
規
程
に
基
づ
き、

総
括
安
全
衛
生
管

理
者
、健

康
管
理
者
、産

業
医
又
は
安
全
管
理
者
及
び
衛
生
管
理
者
の
選
任

並
び
に
総
括
安
全
衛
生
委
員
会

及
び
警
察
本
部
衛
生
委
員
会
等
を
設
置
して

い
ます

。
さら

に
、全

所
属
に
健
康
推
進
員
（副

課
長
、課

長
補
佐
、副

所
長
、事

務
長
等
）又

は
健
康
管
理
担
当
者

（所
属
長

）及
び

副
健
康
管
理
担
当
者
を
配
置
す
ると

とも
に
、（

安
全
）衛

生
委
員
会
や
各
地
区
連
絡
協
議
会
等

を
設
置
し、

安
全
衛
生
管
理
活
動
の
推
進
を
図

っ
て
い
ます

。

        
(2 (2(2(2
） ）））    

職
員

の
健

康
管

理
職

員
の
健

康
管

理
職

員
の
健

康
管

理
職

員
の
健

康
管

理
労
働
安
全
衛
生
法
に
基
づ
き、

事
業
者

責
任
とし

て
職
員
の
健
康
管
理
状
態
を
把
握
し、

健
康
障
害
や
疾
病

の
早
期
発
見
を
行
うた

め
、全

職
員
を
対

象
に
定
期

健
康
診
断
を
、特

定
の
有

害
業
務
従
事
者
を
対

象
に
特
別

健
康
診
断
を
実
施
して

い
ます

。

        
(3 (3(3(3
） ）））    

利
益

の
保

護
の
状

況
利

益
の
保

護
の
状

況
利

益
の
保

護
の
状

況
利

益
の
保

護
の
状

況
職
員
の
利
益
は
、勤

務
条
件
に
関
す
る措

置
要
求
制
度
及
び
不
利
益
処
分
に
対
す
る不

服
申
立
て
制
度
に

よっ
て
保

護
され

て
い
ます

。
勤
務
条
件
に
関
す
る措

置
要
求
制
度
は
、給

与
、勤

務
時
間
そ
の
他
の
勤
務

条
件
に
関
し団

体
協
約
を
締
結

す
るこ

との
認
め
られ

な
い
職
員
が
人
事
委
員
会
に
対
して

地
方
公
共
団
体
の
当
局
に
より

適
切
な
措
置
が
執
ら

れ
るべ

きこ
とを

要
求
す
る制

度
で
あ
り、

また
、不

利
益
処
分
に
対
す
る不

服
申
立
て
制
度
は
、不

利
益
な
処
分



福
岡

県
公

報
23

第
３
８
３
１
号
　
増
刊
②

平
成
28
年
９
月
30
日
　
金
曜
日

22
 

を
受
け
た
職
員
が
人
事
委
員
会
に
対
して

不
服
申
立
て
を
行
うこ

とを
認
め
る制

度
で
す
。

これ
らの

制
度
の
状
況
は
、「

二
 

平
成
２７

年
度
に
お
け
る福

岡
県
人
事
委
員
会
の
業
務
の
状
況
」の

４及
び

５の
とお

りで
す
。 
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 二 二二二
    

人
事

委
員

会
の

業
務

の
状

況
人

事
委

員
会

の
業

務
の

状
況

人
事

委
員

会
の

業
務

の
状

況
人

事
委

員
会

の
業

務
の

状
況

 
 １ １１１    

職
員

の
競

争
試

験
及

び
選

考
の

状
況

職
員

の
競

争
試

験
及

び
選

考
の

状
況

職
員

の
競

争
試

験
及

び
選

考
の

状
況

職
員

の
競

争
試

験
及

び
選

考
の

状
況

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
（１

） 
競

争
試

験
 

 
 

 
２

７
年

度
に

実
施

し
た

職
員

の
競

争
試

験
の

状
況

は
、

次
の

と
お

り
で

す
。

 
 

 
①
 

職
種

及
び

日
程

 
  

  
 

職
 

種
 

日
 

程
 

試
験

の
種

類
 

試
験

区
分

等
 

 受
付

期
間

 
１

次
試

験
  

２
次

試
験

 
最

終
合

格
発

表
 

Ⅰ
 

類
 

    

行
政

、
教

育
行

政
、

児
童

福
祉

、
土

木
、

建
築

、
機

械
、

化
学

、
農

業
、

農
業

土
木

、
林

業
、

畜
産

、
水

産
、

獣
医

師
、

薬
剤

師
 

５月
18

日
 

～
５月

29
日

 
    

６月
28

日
 

     

７月
21

日
 

～
８月

５日
 

    

８月
20

日
 

     
Ⅱ

 
類

 
  

農
業

 
行

政
事

務
、

教
育

行
政

、
警

察
事

務
 

８月
17

日
 

～
８月

28
日

  
  

９月
27

日
 

   

10
月

20
日

 
～

11
月

12
日

 
11

月
26

日
 

   
Ⅲ

 
類

 
 

一
般

事
務

、
教

育
行

政
、

警
察

事
務

、
土

木
 

10
月

20
日

 
～

11
月

18
日

 
民

間
企

業
等

 
職

務
経

験
者

 行
政

 
 

７月
13

日
 

～
７月

24
日

 
8月

23
日

 
 

10
月

31
日

 
～

11
月

１日
 

11
月

26
日

 
 

   警
察

官
Ａ

 
 （

男
性

）
 

 

第
１

回
 

 
４月

１日
 

～
４月

20
日

 
５月

10
日

 
 

６月
29

日
 

～
７月

９日
 

８月
７日

 
 

第
２

回
 

 
８月

11
日

 
～

８月
31

日
 

９月
20

日
 

 
11

月
４日

 
～

11
月

18
日

 
12

月
22

日
 

 
   警

察
官

Ａ
 

 （
女

性
）

 
 

第
１

回
 

 
４月

１日
 

～
４月

20
日

 
５月

10
日

 
 

６月
29

日
 

～
７月

９日
 

８月
７日

 
 

第
２

回
 

 
８月

11
日

 
～

８月
31

日
 

９月
20

日
 

 
11

月
４日

 
～

11
月

18
日

 
12

月
22

日
 

 
   警

察
官

Ａ
 

(武
道

指
導

) 
 

第
１

回
 

 
４月

１日
 

～
４月

21
日

 
５月

10
日

 
 

７月
３日

 
 
 
 
 
 

 
８月

７日
 

 
第

２
回

 
 

８月
11

日
 

～
８月

31
日

 
９月

20
日

 
 

11
月

16
日

 
 

12
月

22
日

 
 

 警
察

官
Ｂ

 
 （

男
性

）
 

 －
 

 
８月

11
日

 
～

８月
31

日
 

９月
20

日
 

 
11

月
４日

 
～

11
月

18
日

 
12

月
22

日
 

 
 警

察
官

Ｂ
 

(早
期

採
用

 
男

性
) 

 －
 

 
４月

１日
 

～
４月

20
日

 
５月

10
日

 
 

６月
29

日
 

～
７月

９日
 

８月
７日

 
 

 警
察

官
Ｂ

 
 （

女
性

）
  

 －
 

 
８月

11
日

 
～

８月
31

日
 

９月
20

日
 

 
11

月
４日

 
～

11
月

18
日

 
12

月
22

日
 

 
 警

察
官

Ｃ
 

  
 

 －
 

 
４月

１日
 

～
４月

20
日

 
５月

10
日

 
 

７月
３日

 
８月

７日
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②
 

人
数

 
 

 
試

験
の

種
類

 
 

 採
用

 
予

定
数

 
 (

人
) 

申
込

者
数

 
  （

人
）

 

受
験

者
数

 
  （

人
）

 

受
験

率
 

 （
％

）
   

一
次

 
合

格
者

数
 

 （
人

）
 

  
最

終
 

合
格

者
数

 
 （

人
）

 

受
験

 
倍

率
 

(倍
) 

Ⅰ
類

 
11

4 
1,
65

5 
1,
07

0 
64

.7
 

24
6 

12
5 

8.
6 

Ⅱ
類

 
85

 
90

7 
60

4 
66

.6
 

23
9 

12
3 

4.
9 

Ⅲ
類

 
66

 
67

9 
53

2 
78

.4
 

20
6 

10
2 

5.
2 

民
間

企
業

等
職

務
経

験
者

 
7 

1,
18

1 
76

4 
64

.7
 

23
 

10
 

76
.4
 

警
察

官
Ａ

（
男

性
）

 
19

9 
3,
19

3 
2,
10

7 
66

.0
 

76
6 

25
0 

8.
4 

警
察

官
Ａ

（
女

性
）

 
29

 
82

4 
42

8 
51

.9
 

11
7 

37
 

11
.6
 

警
察

官
Ａ

（
武

道
指

導
）

 
5 

4 
4 

10
0.
0 

4 
4 

1.
0 

警
察

官
Ｂ

（
男

性
）

 
11

4 
1,
79

5 
1,
24

6 
69

.4
 

46
3 

14
6 

8.
5 

警
察
官
Ｂ
（
早
期
採
用
男
性
）

 
20

 
1,
42

5 
1,
00

4 
70

.5
 

82
 

25
 

40
.2
 

警
察

官
Ｂ

（
女

性
）

 
19

 
42

6 
22

8 
53

.5
 

77
 

21
 

10
.9
 

警
察

官
Ｃ

 
9 

40
 

27
 

67
.5
 

21
 

9 
3.
0 

計
 

66
7 

12
,1
29

 
8,
01

4 
66

.1
 

2,
24

4 
85

2 
9.
4 

  
（２

） 
採

用
選

考
 

職
員

の
採

用
は

、
地

方
公

務
員

法
上

、
原

則
と

し
て

競
争

試
験

に
よ

る
こ

と
と

さ
れ

て
い

ま
す

が
、

人
事

委
員

会
の

定
め

る
職

に
つ

い
て

は
選

考
に

よ
る

こ
と

が
で

き
る

こ
と

と
さ

れ
て

い
ま

す
。 

 
 

 
 ２

７
年

度
に

各
任

命
権

者
か

ら
提

出
さ

れ
た

採
用

選
考

請
求

承
認

状
況

は
、

次
の

と
お

り
で

す
。 

 

職
 

知
 

事
 

（
件

）
 

教
育

委
員

会
 

（
件

）
 

警
察

本
部

長
 

（
件

）
 

そ
の

他
 

（
件

）
 

計
 

（
件

）
 

  
  

部
長

相
当

職
 

３ 
 

 
 

３ 
  

  
次

長
相

当
職

 
４ 

 
 

 
４ 

  
  

課
長

相
当

職
 

１４
 

１０
 

７ 
 

３１
 

  
  

課
長

補
佐

相
当

職
 

２０
 

１ 
 

 
２１

 
  

  
係

長
相

当
職

 
３５

 
２ 

 
 

３７
 

  
  

上
級

係
員

相
当

職
 

２８
 

 
 

 
２８

 
  

  
係

員
相

当
職

 
１０

 
１ 

６ 
 

１７
 

計
 

１１
４ 

１４
 

１３
 

 
１４

１ 
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な
お

、
２

７
年

度
に

人
事

委
員

会
に

お
い

て
試

験
を

実
施

し
て

い
る

公
開

公
募

に
よ

る
採

用
選

考
の

実
施

状
況

は
、

次
の

と
お

り
で

す
。

 
 

 
種

別
 

 

 
職

 
種

 
 

 採
用

 
予

定
数

 
 (

人
) 

申
込

者
数

 
  （

人
）

 

受
験

者
数

 
   （

人
）

 

  
一

次
 

合
格

者
数

 
 （

人
）

 

  
最

終
 

合
格

者
数

 
 （

人
）

 

競
争

 
倍

率
 

(倍
) 

 
選

考
 

（
前

期
）

 
     

保
健

師
、

看
護

師
、

研
究

職
員

（
化

学
Ｂ

（
表

面
処

理
）

、
化

学
Ｄ

、
薬

学
、

生
物

（
ウ

ィ
ル

ス
学

・
細

菌
学

関
連

）
）

、
船

員
（

航
海

）
、

児
童

自
立

支
援

専
門

員
、

職
業

指
導

員
（

Ｏ
Ａ

ビ
ジ

ネ
ス

科
、

電
気

工
事

科
、

建
築

科
）

 

21
        

12
6 

95
 

57
 

20
 

4.
8 

  
選

考
 

（
後

期
）

 船
員

（
航

海
）

 
1 

4 
4 

3 
0 

- 

身
体

障
害

者
を

対
象

と
す

る
採

用
選

考
 

一
般

事
務

、
教

育
行

政
、

警
察

事
務

 
  

  
7 

30
 

28
 

19
 

7 
4.
0 

 （３
）  

昇
任

選
考

 
  

  
 

 職
員

の
昇

任
に

つ
い

て
は

、
警

察
官

昇
任

試
験

を
除

き
選

考
に

よ
り

実
施

し
て

い
ま

す
。

 
 

  
 

２
７

年
度

に
各

任
命

権
者

か
ら

提
出

さ
れ

た
昇

任
選

考
請

求
の

承
認

状
況

は
、

次
の

と
お

り
で

す
。

 
 

職
 

名
 

知
 事

 
（

件
）

 
教

育
委

員
会

 
（

件
）

 
警

察
本

部
長

 
（

件
）

 
そ

の
他

 
（

件
）

 
合

 
計

 
（

件
）

 
  

部
  

  
長

 
２

１
 

 
１

 
  

２
２

 
  

次
  

  
長

 
５

７
 

３
 

２
４

(2
3)

  
８

４
 

  
課

 
 

長
 

１
３

８
 

１
３

 
３

９
(3

5)
  

１
９

０
 

  
課

長
補

佐
 

３
３

４
 

３
９

 
６

(0
) 

 
３

７
９

 
  

係
 

 
長

 
３

７
４

 
３

１
 

２
１

(0
) 

 
４

２
６

 
計

 
９

２
４

 
８

７
 

９
０

(6
5)

  
１

，
１

０
１

 
  

  
（

注
１

）
 

職
名

の
欄

は
、

相
当

職
を

含
み

ま
す

。
 

 
 

（
注

２
）

 
（

 
）

内
は

公
安

職
で

内
数

で
す

。
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（４

） 
任

期
付

職
員

の
採

用
の

承
認

 
  

  
  

任
命

権
者

は
、

任
期

付
職

員
（

任
期

付
招

へ
い

研
究

員
、

特
定

任
期

付
職

員
、

一
般

任
期

付
職

 
 

 
員

）
の

採
用

に
当

た
り

、
人

事
委

員
会

の
承

認
を

得
な

け
れ

ば
な

り
ま

せ
ん

。
 

  
  

  
２

７
年

度
の

人
事

委
員

会
の

承
認

件
数

は
２

件
（

う
ち

１
件

は
任

期
の

更
新

）
で

す
。

 
 （

注
）

・
任

期
付

招
へ

い
研

究
員

：
民

間
等

の
優

れ
た

研
究

者
を

県
の

試
験

研
究

機
関

に
受

け
入

れ
る

も
の

 
 

 
  

・
特

定
任

期
付

職
員

：
高

度
の

専
門

的
な

知
識

経
験

等
を

有
す

る
者

を
任

期
を

定
め

て
採

用
す

る
も

の
 

 
 

  
・

一
般

任
期

付
職

員
：

専
門

的
な

知
識

経
験

を
有

す
る

者
を

任
期

を
定

め
て

採
用

す
る

も
の
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 ２ ２２２    
給

与
等

に
関

す
る
報

告
及

び
勧

告
給

与
等

に
関

す
る
報

告
及

び
勧

告
給

与
等

に
関

す
る
報

告
及

び
勧

告
給

与
等

に
関

す
る
報

告
及

び
勧

告
［平

成
２７

年
１０

月
５日

］の
状

況
［平

成
２７

年
１０

月
５日

］の
状

況
［平

成
２７

年
１０

月
５日

］の
状

況
［平

成
２７

年
１０

月
５日

］の
状

況
 

  （
１）

概
要

 
平

成
２

７
年

４
月

の
公

民
較

差
に

基
づ

く
給

与
改

定
 

・
 

較
差

（
0.

43
％

）
の

解
消

の
た

め
、

給
料

月
額

を
引

き
上

げ
る

と
と

も
に

、
地

域
手

当
の

支
給

割
合

を
引

上
げ

 
・

 
期

末
・

勤
勉

手
当

の
支

給
月

数
を

0.
1月

分
引

上
げ

 
 （２

）平
成

２７
年

４月
の

公
民

較
差

に
基

づ
く給

与
改

定
 

①
 民

間
給

与
との

比
較

 
(1

) 
月

例
給

の
較

差
  

 
平

成
２

７
年

 
参

考
（

平
成

２
６

年
）

 
０

.４
３

％
  

１
，

６
２

０
円

 
０

．
２

５
％

  
９

４
３

円
 

 
(2

) 
期

末
・

勤
勉

手
当

 
 

民
間

の
年

間
支

給
割

合
 

職
員

の
年

間
支

給
月

数
 

４
．

１
９

月
 

４
.１

０
月

 
②

 給
与

改
定

の
内

容
 

(1
) 

給
料

表
 

人
事

院
勧

告
に

お
け

る
俸

給
表

の
引

上
げ

改
定

に
準

じ
て

改
定

 
(2

) 
諸

手
当

 
 

ア
 

期
末

・
勤

勉
手

当
 

4.
10

月
分

→
4.

20
月

分
（

勤
勉

手
当

を
0.

1月
分

引
上

げ
）

 
イ

 
地

域
手

当
 

支
給

地
域

等
 

現
行

 
改

定
後

 
支

給
地

域
等

 
現

行
 

改
定

後
 

東
京

都
特

別
区

 
18

％
 

18
.5

％
 

福
岡

市
 

5％
 

  
5.

2％
 

大
阪

市
 

15
％

 
15

.5
％

 
そ

の
他

の
県

内
 

3.
75

％
 

  
  

4％
 

名
古

屋
市

 
13

％
 

  
14

％
 

医
師

等
の

特
例

 
15

％
 

15
.5

％
 

ウ
 

単
身

赴
任

手
当

 
基

礎
額

に
つ

い
て

、
25

,0
00

円
を

30
,0

00
円

に
改

定
 

エ
 

初
任

給
調

整
手

当
 

給
料

表
の

改
定

状
況

を
勘

案
し

医
師

等
及

び
獣

医
師

の
手

当
限

度
額

を
引

上
げ

（
医

師
等

80
0円

、
獣

医
師

20
0円

）
 

③
 実

施
時

期
 平

成
２７

年
４月

１日
 

 （３
）給

与
制

度
の

総
合

的
見

直
し 

①
 給

与
制

度
の

総
合

的
見

直
しの

概
要

 
平

成
２

７
年

４
月

か
ら

、
給

料
表

水
準

を
平

均
２

％
引

き
下

げ
た

上
で

、
諸

手
当

を
含

め
た

地
域

間
の

給
与

配
分

、
世

代
間

の
給

与
配

分
及

び
職

務
や

勤
務

実
績

に
応

じ
た

給
与

配
分

を
見

直
す

こ
と

を
内

容
と

す
る

給
与

制
度

の
総

合
的

見
直

し
を

実
施

し
、

平
成

３
２

年
４

月
１

日
に

完
成

 
      



福
岡

県
公

報
29

第
３
８
３
１
号
　
増
刊
②

平
成
28
年
９
月
30
日
　
金
曜
日

28
 

 

②
 平

成
２８

年
度

に
お
い
て
実

施
す

る
内

容
 

(1
) 

地
域

手
当

 

支
給
地
域
等
 

平
成

27
年
度

 
改
 
定
 
後
 

平
成

28
年
度

 
支
給
地
域
等
 

平
成

27
年
度

 
改
 
定
 
後
 

平
成

28
年
度

 

東
京
都
特
別
区
 

18
.5

％
 

20
％

 
福

岡
市

 
5.

2％
 

5.
4％

 
大

阪
市

 
15

.5
％

 
16

％
 

そ
の
他
の
県
内
 

 
 

4％
 

 4
.2

5％
 

名
古

屋
市

 
14

％
 

15
％

 
医
師
等
の
特
例
 

15
.5

％
 

  
16

％
 

(2
) 

単
身

赴
任

手
当

 
加

算
額

の
限

度
に

つ
い

て
、

57
,0

00
円

を
70

,0
00

円
に

改
定

 
③

 実
施

時
期

 平
成

２８
年

４月
１日

 
 （４

） 
意

見
 

①
 給

与
に
つ
い
て
 

(1
) 

職
務

・
職

責
に

応
じ

た
給

与
の

推
進

 
地

方
公

務
員

法
に

定
め

る
「

職
務

給
の

原
則

」
を

よ
り

一
層

徹
底

す
る

観
点

か
ら

、
職

務
と

職
務

の
級

の
適

切
な

対
応

関
係

を
構

築
す

る
た

め
、

本
県

の
実

情
に

即
し

た
給

料
表

の
在

り
方

に
つ

い
て

検
討

し
て

い
く

必
要

が
あ

る
。

 
(2

) 
専

門
的

・
技

術
的

な
業

務
に

従
事

す
る

職
員

の
処

遇
 

公
務

サ
ー

ビ
ス

の
向

上
の

観
点

か
ら

、
獣

医
師

な
ど

、
高

い
専

門
性

と
技

術
力

を
要

す
る

行
政

分
野

の
業

務
に

従
事

す
る

職
員

に
つ

い
て

、
適

正
な

給
与

体
系

を
構

築
す

る
た

め
、

従
事

す
る

業
務

の
内

容
や

性
質

な
ど

を
分

析
し

た
上

で
、

給
料

表
を

含
め

た
処

遇
の

在
り

方
に

つ
い

て
調

査
・

研
究

を
進

め
て

い
く

必
要

が
あ

る
。

 
②

 勤
務

環
境

の
整

備
等

に
つ
い
て
 

(1
) 

時
間

外
勤

務
の

縮
減

に
つ

い
て

、
任

命
権

者
は

、
業

務
量

に
応

じ
た

適
正

な
人

員
配

置
、

業
務

の
平

準
化

及
び

意
識

改
革

の
取

組
の

徹
底

を
図

る
必

要
が

あ
る

。
管

理
監

督
者

は
、

職
員

の
勤

務
時

間
を

適
正

に
把

握
す

る
と

と
も

に
、

職
場

の
実

態
に

応
じ

た
時

間
外

勤
務

縮
減

の
取

組
に

努
め

る
必

要
が

あ
る

。
 

(2
) 

仕
事

と
家

庭
の

両
立

支
援

の
推

進
に

つ
い

て
、

新
た

な
特

定
事

業
主

行
動

計
画

に
基

づ
き

、
出

産
・

育
児

に
係

る
制

度
の

周
知

や
男

性
職

員
も

含
め

た
職

場
全

体
の

意
識

改
革

を
更

に
推

進
す

る
な

ど
、

取
組

を
一

層
徹

底
す

る
と

と
も

に
、

仕
事

と
介

護
の

両
立

支
援

策
に

つ
い

て
引

き
続

き
検

討
し

て
い

く
必

要
が

あ
る

。
 

(3
) 

メ
ン

タ
ル

ヘ
ル

ス
対

策
は

、
職

員
の

健
康

や
公

務
能

率
向

上
の

観
点

か
ら

重
要

な
課

題
で

あ
る

こ
と

を
改

め
て

認
識

し
、

各
職

場
に

お
い

て
適

切
に

ス
ト

レ
ス

チ
ェ

ッ
ク

を
実

施
す

る
な

ど
、

取
組

の
強

化
を

図
る

必
要

が
あ

る
。

 
(4

) 
ハ

ラ
ス

メ
ン

ト
は

、
職

員
の

人
格

や
尊

厳
を

不
当

に
傷

つ
け

る
だ

け
で

な
く

、
職

場
全

体
の

士
気

や
生

産
性

に
悪

影
響

を
及

ぼ
す

、
決

し
て

許
さ

れ
な

い
行

為
で

あ
る

。
任

命
権

者
に

お
い

て
は

、
職

員
一

人
ひ

と
り

に
対

し
て

意
識

啓
発

を
徹

底
す

る
こ

と
が

重
要

で
あ

る
。

 
(5

) 
新

た
な

フ
レ

ッ
ク

ス
タ

イ
ム

制
の

導
入

に
つ

い
て

は
、

本
県

に
お

け
る

人
事

管
理

や
公

務
運

営
の

実
情

等
を

踏
ま

え
、

所
要

の
検

討
を

行
う

必
要

が
あ

る
。
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③
 有

為
な
人

材
の

確
保

に
つ
い
て
 

職
員

採
用

を
取

り
巻

く
環

境
が

厳
し

く
な

っ
て

い
る

中
、

本
委

員
会

に
お

い
て

は
受

験
者

の
確

保
の

た
め

任
命

権
者

と
連

携
し

な
が

ら
、

広
報

活
動

を
積

極
的

に
推

進
し

て
い

く
必

要
が

あ
る

。
採

用
後

は
、

任
命

権
者

に
お

い
て

、
引

き
続

き
職

員
の

能
力

・
意

識
の

向
上

に
取

り
組

ん
で

い
く

必
要

が
あ

る
。

 
④

 女
性

職
員

の
登

用
拡

大
に
つ
い
て
 

女
性

活
躍

推
進

法
の

施
行

に
向

け
て

、
政

策
決

定
段

階
に

お
い

て
よ

り
一

層
女

性
職

員
の

活
躍

を
推

進
す

る
た

め
、

組
織

の
実

情
及

び
改

善
す

べ
き

要
因

を
分

析
し

、
職

員
の

年
齢

構
成

や
性

別
構

成
な

ど
の

将
来

推
計

を
踏

ま
え

、
女

性
の

活
躍

を
推

進
す

る
た

め
の

行
動

計
画

を
策

定
し

、
積

極
的

に
取

り
組

む
こ

と
が

必
要

で
あ

る
。

 
⑤

 公
務

員
倫

理
の

徹
底

に
つ
い
て
 

全
て

の
職

員
に

公
務

に
携

わ
る

者
と

し
て

の
倫

理
が

徹
底

さ
れ

て
い

な
い

こ
と

は
誠

に
遺

憾
で

あ
る

。
任

命
権

者
に

お
い

て
は

、
引

き
続

き
公

務
員

倫
理

の
徹

底
に

向
け

た
取

組
を

推
進

し
、

職
員

一
人

ひ
と

り
に

、
不

祥
事

は
絶

対
に

起
こ

し
て

は
な

ら
な

い
と

い
う

こ
と

を
改

め
て

自
覚

さ
せ

る
必

要
が

あ
る

。
 

⑥
 人

事
評

価
制

度
に
基

づ
く適

正
な
人

事
管

理
に
つ
い
て
 

任
命

権
者

に
お

い
て

人
事

評
価

結
果

を
活

用
し

た
人

事
管

理
を

更
に

進
め

て
い

く
に

当
た

っ
て

は
、

試
行

中
の

制
度

に
つ

い
て

十
分

な
検

証
を

行
う

な
ど

、
職

員
の

理
解

と
納

得
を

得
な

が
ら

所
要

の
整

備
を

早
急

に
進

め
て

い
く

必
要

が
あ

る
。

 
⑦

 雇
用

と年
金

の
接

続
に
つ
い
て
 

雇
用

と
年

金
の

接
続

が
確

実
に

な
さ

れ
る

に
は

、
再

任
用

制
度

の
適

切
な

運
用

と
と

も
に

、
中

長
期

的
視

点
に

立
っ

た
計

画
的

な
人

事
管

理
及

び
執

行
体

制
が

求
め

ら
れ

る
。

ま
た

、
今

後
国

家
公

務
員

に
係

る
検

討
状

況
も

注
視

し
て

い
く

必
要

が
あ

る
。

 
        

    



福
岡

県
公

報
31

第
３
８
３
１
号
　
増
刊
②

平
成
28
年
９
月
30
日
　
金
曜
日

30
 

 ３ ３３３ 
給

与
に
関

す
る

給
与

に
関

す
る

給
与

に
関

す
る

給
与

に
関

す
る
報

告
及

び
勧

告
〔平

成
報

告
及

び
勧

告
〔平

成
報

告
及

び
勧

告
〔平

成
報

告
及

び
勧

告
〔平

成
２８ ２８２８２８

年 年年年
１ １１１月 月月月

２６ ２６２６２６
日

〕
日

〕
日

〕
日

〕の
状

況
の

状
況

の
状

況
の

状
況

    
（１

） 
概

要
 

・
 

「
職

務
給

の
原

則
」

を
徹

底
し

た
簡

素
で

わ
か

り
や

す
い

給
料

表
の

導
入

 
・

 
役

職
段

階
と

給
料

表
上

の
職

務
の

級
の

関
係

を
「

一
対

一
の

対
応

」
を

基
本

と
す

る
よ

う
再

編
 

（２
） 

内
容

 
行

政
職

給
料

表
に

つ
い

て
、
現

行
の

給
与

水
準

を
維

持
し

た
上

で
、
役

職
段

階
と

給
料

表
の

職
務

の
級

の
関

係
を
「

一
対

一
の

対
応

」
に

す
る

こ
と

を
基

本
に

、
給

料
表

の
職

務
の

級
を

現
行

の
１

０
級

構
成

か
ら

９
級

構
成

へ
再

編
。

 
 

 
              

 
        ４ ４４４     

勤
務

条
件

に
関

す
る
措

置
の

要
求

の
状

況
勤

務
条

件
に
関

す
る
措

置
の

要
求

の
状

況
勤

務
条

件
に
関

す
る
措

置
の

要
求

の
状

況
勤

務
条

件
に
関

す
る
措

置
の

要
求

の
状

況
 

勤
務

条
件

に
関

す
る

措
置

要
求

制
度

は
、

職
員

か
ら

勤
務

条
件

に
関

し
、

適
当

な
行

政
上

の
措

置
を

求
め

る
要

求
が

あ
っ

た
場

合
に

、
人

事
委

員
会

が
必

要
な

審
査

を
し

た
上

で
判

定
を

行
い

、
あ

る
い

は
あ

っ
せ

ん
又

は
こ

れ
に

準
ず

る
方

法
で

事
案

の
解

決
に

当
た

る
も

の
で

す
。

 
  

（１
） 

係
属

の
状

況
 

  
平

成
２

６
年

度
末

の
係

属
件

数
 

（
件

）
 

平
成

２
７

年
度

中
の

要
求

件
数

 
（

件
）

 

平
成

２
７

年
度

中
の

処
理

件
数

 
（

件
）

 

平
成

２
７

年
度

末
の

係
属

件
数

 
（

件
）

 
県

 
分

 
 

 
 

 
 

 
０

  
  

  
  

  
  

 ０
  

 
 

 
 

 
０

  
 

 
 

 
 

０
 

受
託

分
 

  
  

  
  

  
  

０
  

  
  

  
  

  
 ０

  
  

  
  

  
  

 ０
  

  
  

  
  

  
 ０

 
※

「
受

託
分

」
は

公
平

委
員

会
の

事
務

の
委

託
を

受
け

て
い

る
町

分
 

 
  

職
務

の
級

職
務

の
級

職
務

の
級

職
務

の
級

職
務

の
級

職
務

の
級

職
務

の
級

職
務

の
級

10
級

本
庁

の
部

長
新

９
級

本
庁

の
部

長
９

級
本

庁
の
事

務
局
長

新
８

級
本

庁
の

事
務

局
長

８
級

本
庁

の
次

長
新

７
級

本
庁

の
次

長
７

級
本

庁
の

課
長

（
困

難
）

本
庁

の
課

長
本

庁
の

課
長

補
佐

（
困

難
）

本
庁

の
課

長
補

佐
本

庁
の

係
長

（
困

難
）

本
庁

の
係

長
事

務
主
査

（
困
難

）

事
務

主
査

主
任

主
事

（
困

難
）

主
任

主
事

 

主
事

（
困

難
）

１
級

主
事

２
級

新
２

級
主

任
主

事

新
１

級
主

事

〔
現

　
行

〕
〔

勧
　

告
〕

役
職

段
階

役
職

段
階

役
職

段
階

役
職

段
階

役
職

段
階

役
職

段
階

役
職

段
階

役
職

段
階

新
３

級
事

務
主

査

６
級

５
級

４
級

３
級

新
６

級
本

庁
の

課
長

新
５

級
本

庁
の

課
長

補
佐

新
４

級
本

庁
の

係
長
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（２

） 
審

査
の

状
況

 
 

 
 

 
な

し
 

 ５ ５５５     
不

利
益

処
分

に
関

す
る

不
利

益
処

分
に
関

す
る

不
利

益
処

分
に
関

す
る

不
利

益
処

分
に
関

す
る
審

査
請

求
審

査
請

求
審

査
請

求
審

査
請

求
の

状
況

の
状

況
の

状
況

の
状

況
 

不
利

益
処

分
に

つ
い

て
の

審
査

制
度

は
、

職
員

か
ら

懲
戒

そ
の

他
そ

の
意

に
反

す
る

不
利

益
な

処
分

を
受

け
た

と
し

て
審

査
請

求
が

あ
っ

た
場

合
、

人
事

委
員

会
が

、
事

案
を

審
査

し
、

そ
の

結
果

に
基

づ
い

て
、
そ

の
処

分
を

承
認

し
、
修

正
し

、
又

は
取

り
消

す
判

定
（

裁
決

又
は

決
定

）
を

行
う

も
の

で
す

。 
  

（１
） 

係
属

の
状

況
 

  
平

成
２

６
年

度
末

の
係

属
件

数
 

（
件

）
 

平
成

２
７

年
度

中
の

申
立

て
件

数
 

（
件

）
 

平
成

２
７

年
度

中
の

処
理

件
数

 
（

件
）

 

平
成

２
７

年
度

末
の

係
属

件
数

 
（

件
）

 
 県
 

分
 

 

懲
戒

処
分

  
５

５
，

５
２

４
  

  
  

  
  

  
 ２

 
２

，
７

５
０

 
５

２
，

７
７

６
 

分
限

処
分

  
 

 
 

 
 

４
  

  
  

  
  

  
 ０

  
  

  
  

  
  

 ０
  

 
 

 
 

 
４

 
  

  
 そ

の
他

  
 

 
 

 
 

７
  

  
  

  
  

  
 ０

  
  

  
  

  
 

０
  

 
 

 
 

 
７

 
  

  
  

  
 計

  
５

５
，

５
３

５
  

  
  

  
  

  
 ２

 
２

，
７

５
０

  
５

２
，

７
８

７
 

受
 

託
 

分
 

 

懲
戒

処
分

  
  

  
  

  
  

 ０
  

  
  

  
  

  
 ０

  
  

  
  

  
  

 ０
  

  
  

  
  

  
 ０

 
分

限
処

分
  

  
  

  
  

  
 ０

  
  

  
  

  
  

 ０
  

  
  

  
  

  
 ０

  
  

  
  

  
  

 ０
 

  
  

 そ
の

他
  

  
  

  
  

  
 ０

  
  

  
  

  
  

 ０
  

  
  

  
  

  
 ０

  
  

  
  

  
  

 ０
 

  
  

  
  

 計
  

  
  

  
  

  
 ０

  
  

  
  

  
  

 ０
  

  
  

  
  

  
 ０

  
  

  
  

  
  

 ０
 

※
「

受
託

分
」

は
公

平
委

員
会

の
事

務
の

委
託

を
受

け
て

い
る

町
分

 
 

  
（２

） 
審

査
の

状
況

 事
 

案
 

名
 

審
査

等
の

状
況

 
 県

 
分

 
       

平
成

２
５

年
(不

)第
２

号
事

案
（

再
審

）
 

 平
成

２
５

年
(不

)第
１

号
事

案
 

 昭
和

４
４

年
(不

)第
４

６
６

３
号

ほ
か

 
１

，
５

１
８

事
案

 
 

決
定

（
却

下
）

 
 裁

決
（

処
分

承
認

）
 

 審
査

の
打

切
り
（

不
利

益
処

分
に

つ
い

て
の

審
査

請
求

に
関

す
る

規
則

(平
成

16
年

福
岡

県
人

事
委

員
会

規
則

第
26

号
)第

１
３

条
第

１
項

第
３

号
、
第

４
号

、
第

５
号

及
び

附
則

第
３

項
該

当
）

 
 

  
  

  
  

  
 ※

昭
和

５
０

年
（

不
）

第
３

０
３

１
号

事
案

ほ
か

１
，

２
２

８
事

案
は

取
り

下
げ

ら
れ

た
。 

 




